
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村有建物（旧道の駅のだ） 

貸付公募実施要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月 

岩手県野田村  



2 

 

村有建物（旧道の駅のだ）貸付公募実施要領 

１ 趣旨 

  今回の公募は、野田村が所有する旧道の駅のだ（以下「本施設」という。）の建

物及びその敷地について、有効かつ適正な利活用が見込める事業者等へ貸付けるこ

とを目的としています。 

  応募にあたっては、事前に事業計画書等を提出してもらい、村がその事業内容等

を総合的に判断し貸付相手方を選定するプロポーザル方式になりますので、この要

領を熟読の上、応募願います。 

  なお、選定された貸付相手方との契約は、本施設が普通財産となった日以降に行

います。また、契約までの間に貸付相手方とすることが著しく不適当と認められる

事情が生じた場合は、契約を行いません。 

 

２ 本施設の概要等 

⑴ 名称 

旧道の駅のだ 

 ⑵ 所在地  

   岩手県九戸郡野田村大字野田第 31地割 31番地１内 

 ⑶ 敷地面積 

3,275.05㎡（うち、貸付対象面積については別添図面のとおり） 

 ⑷ 建物延面積（別添図面参照） 

構造：木造２階建、延床面積：480.23㎡（築年数：34年） 

うち １階事務室（屋根裏倉庫含む）、待合室 104.29㎡（区分：Ａ） 

   １階特産品販売室、倉庫、休憩室    161.47㎡（区分：Ｂ） 

   ２階食堂、厨房、便所、食品庫     121.72㎡（区分：Ｃ） 

   建物内共用部 １階廊下、便所、階段   92.75㎡（区分：Ｄ） 

 ⑸ 敷地内設備（貸付対象外） 

   駐車場（駐輪場含む）      2,200㎡（区分：Ｅ） 

物 置 鉄骨造平屋建      41.51㎡ 

さわやかトイレ 木造平屋建   55.20㎡ 

モニュメント           一式 

外灯               ７基 

ＥＶスタンド           １基 

 

３ 契約内容 

 ⑴ 契約形態 

   賃貸借契約とする。 

 ⑵ 貸付期間 

  ① 貸付期間は、契約締結の日から起算し５年以内とします。ただし、期間の延

長を妨げません。その場合の再契約については、村が必要と認める場合に限り、

協議の上で行うものとします。なお、原則として契約後６か月後までに営業又

は操業を開始してください。 
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② 模様替えや設備導入に係る準備期間及び期間満了に伴う原状回復期間は、貸

付期間に含みます。 

 ⑶ 貸付単位及び貸付料（別添 1のとおり） 

  ① 貸付料は、契約締結の日から発生します。 

  ② 契約初年度は、月途中での貸付となる場合もあり、その場合は月額を日割り

計算し、百円未満を切り上げた額とします。 

  ③ 支払時期は毎月末とし、村が発行する納付書により所定の機関で期日までに

納めることとします。 

 

４ 参加資格 

  法人、団体、個人又は共同利用（JV等）。ただし、次のいずれかに該当する者は

貸付申込みをすることができません。 

 ⑴ 本施設貸付けに係る契約を締結する能力を有しない者 

 ⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 ⑶ 会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開

始の申立てがなされている者 

 ⑷ 法人にあっては、前年度決算の貸借対照表で債務超過である者 

 ⑸ 団体、個人にあっては、前年の合計所得が自ら提案する貸付料年額未満である

者 

 ⑹ 第２号に掲げる者のほか、貸借人として十分な資力及び信用を有しない者 

 ⑺ 国税及び地方税について滞納がある者（新型コロナウイルス等の影響による徴

収猶予等を受けている場合を除く） 

 ⑻ 暴力団排除条例（平成 27年野田村条例第 13号）第６条第１項に規定する暴力

団関係者 

 ⑼ 共同利用にあっては、次のいずれかに該当する場合 

・共同申請者のいずれかが上記⑴から⑻に該当する場合 

・「９.⑵申込みに必要な書類」に規定する書類を共同で作成できない場合 

 

５ 貸付条件 

 ⑴ 用途 

   人口減少や少子高齢化を背景とした本村における地域課題（生産年齢人口の減

少、商店の減少、地場産業の低迷、雇用機会の減少、生活インフラや地域コミュ

ニティの維持困難等）の解決や地域活性化に資する事業で、次のテーマのいずれ

かに該当する事業とする。 

  ① 観光・交流・情報発信に関するもの 

  ② 産業・雇用創出に関するもの 

  ③ 移住・定住促進に関するもの 

  ④ コミュニティ・人材育成に関するもの 

  ⑤ 文化・環境に関するもの 

  ⑥ その他、地域活性化に繋がると村が認めるもの 
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※上記①～⑥の例：観光交流、体験型観光、飲食物販、新規事業の創出、地域

資源の高付加価値化・新商品開発、地域住民活動、医療福祉、物流拠点 等 

 ⑵ 規模 

   別添１のとおり 

 ⑶ 使用の制限 

   以下に該当する使用はできません。 

  ① 公序良俗に反する使用、悪臭や騒音等による周辺環境を損なうと予想される

使用 

  ② 都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反した使用 

  ③ 易燃性若しくは爆発性物件又は悪臭、騒音等を発する物品の保管や設置 

  ④ 単なる資機材等倉庫としての使用 

  ⑤ その他、村が適さないと判断した用途での使用 

 ⑷ 施設の特性に伴う留意事項 

  ① 三陸鉄道株式会社から駅の窓口業務を依頼される場合があります。 

  ② 駐車場及び外トイレ（以下、「公共的空間」という。）の維持管理は村又は

村が契約した者において実施します。 

  ③ 入居者に対し村から公共的空間の維持管理の業務委託の協議をする場合があ

ります。なお、当該協議への諾否は、入居決定の可否及びその後においても何

ら貸付契約に影響を及ぼすものではありません。 

 ④ ２．⑸の周辺設備の維持管理等の費用は原則村において負担します。また、

区別に必要な工事費等（個別メーターの設置等）の負担区分は、入居者及び入

居単位が決定した後、入居者等と協議の上決定します。 

⑸ 引渡し 

   本施設の引渡しは、現状有姿で行います。なお、光熱水費その他の切替日  

は、契約日となります。 

 ⑹ 費用負担等 

   本施設使用に伴う維持管理費や光熱水費、消耗品、その他費用の一切は賃借人

が支払うものとします。また、これらに伴い必要な工事費等も同様とします。 

 ⑺ 登記 

   本施設の賃借権については、登記しないものとします。 

 ⑻ 造作買取請求権の特約 

   借地借家法第 33条第１項の造作買取請求権は行使しないものとします。 

 ⑼ 転貸等の禁止 

   賃借人は、本施設を転貸し、又は本件賃借権を譲渡することはできません。た

だし、賃借人が法人であって、賃借人が一方の当事者となる会社合併等が生じる

場合は別途村との協議の上、可能となります。 

   また、一体的に借り入れてテナントとして転貸する場合は、転貸を認めます

が、テナント料の設定には村と事前協議するものとします。 

 ⑽ 法令の順守 

  ① 本施設使用にあたり必要な造作等は、建築基準法等関係法令を順守すること
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とし、係る調整は賃借人において行うこととします。なお、造作等に必要な建

築士への報酬、工事代金等一切の費用は、賃借人の負担とします。 

  ② 本施設を造作等する場合は、事前に村及び建築主事に相談し必要な手続きを

確認してください。 

 ⑾ その他 

  ① 模様替えや、形状変更については村の承認をもって可能とします。 

  ② 村の責に帰さないトラブルや第３者への対応は賃借人の責任において行って

ください。 

  ③ 単独入居の場合は単独で、複数の入居者がいる場合は入居者共同により区分

：Ｄ（建物内共用部）の日常の維持管理を実施してください。なお、円滑な共

同利用のための協議の場を村が設定する場合があります。 

 

６ 実地調査及び報告 

  本施設の利用状況等を確認するための村職員による実地調査又は報告を求めた場

合は、賃借人は協力しなければなりません。 

 

７ 原状回復措置 

  模様替えや貸付時からの物件形質の変更を行った場合、賃借人の責任において原

状回復措置を実施する必要があります。    

  ただし、村、賃借人双方が協議し、合意した場合は原状回復措置の実施を求めな

いこともあります。 

 

８ 現場説明の実施 

  本施設の外観及び内装等、現状を確認したい方は２月 13 日（金）午後３時まで

に担当まで連絡してください。 

 

９ 申込み手続き等 

  貸付申込みにあたっての手続きは以下の方法となります。 

 ⑴ 申込み方法 

  ア 郵送で申し込む場合 

    申込受付期間 令和８年２月２日（月）から令和８年３月６日（金） 

    ※３月６日（金）午後５時必着のこと 

    申込先 〒028-8201 

岩手県九戸郡野田村大字野田 20-14  

野田村役場産業振興課（村有建物貸付担当） 

  イ 持参する場合 

    申込受付期間 令和８年２月２日（月）から令和８年３月６日（金） 

    ※午前８時 30分から午後５時 15分まで 

    提出先 役場産業振興課 

 ⑵ 申込みに必要な書類 
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    申込みには、以下の全ての書類の提出が必要です。なお、作成に係る費用は

申込者の負担になります。 

 ア 法人の場合 

様式１ 応募申込書 

様式２ 同意書（村税の納入状況等の閲覧に対し同意するもの） 

様式３ 事業計画書 

様式４ 希望貸付料調書（希望貸付料を記載※円未満切り捨て円単位で記載） 

様式５ 誓約書（「４ 参加資格」ただし書きに記載する者に該当しないことの

宣誓） 

資料１ 財務の健全性を証する資料（決算資料、貸借対照表等） 

資料２ 運営体制説明資料（資格書の写しや雇用関係を証明する資料等） 

資料３ 事業実績書（決算資料、HP資料等） 

資料４ 応募者概要（法人登記簿謄本、定款、納税証明書（国税・地方税）） 

資料５ その他（村が求めるもの） 

 イ 個人の場合 

様式１～５ 上記と同じ 

資料１ 財務の健全性を証する資料（所得証明書、確定申告書の写し等） 

資料２ 運営体制説明資料（資格書の写しや雇用関係を証明する資料等） 

資料３ 事業実績書（決算資料、HP資料等） 

資料４ 応募者概要（住民票、納税証明書（国税・地方税）） 

資料５ その他（村が求めるもの） 

※全ての様式及び資料１～５までが提出されない場合は、受付できません。 

※提出部数は２部です。 

※提出された書類は、返還しません。 

 

10 選考方法等 

 ⑴ 選考委員会 

   貸付者の選考はプロポーザル方式で行います。野田村職員と有識者で構成され

る選考委員会（以下「委員会」という。）が、提出された書類及び後述のプレゼ

ンテーションにおいて別添２「審査基準」の評価項目に基づき審査を行います。 

 ⑵ 選考方法 

  ① 村が提出書類を受理後、書類に不備はないか、参加資格を満たしているか等

確認し、その結果を提案者に通知します。その際、プレゼンテーションの詳細

な日時及び場所等についても案内します。 

  ② プレゼンテーション当日は、応募者ごとに 30 分程度のプレゼンテーション

（発表・質問、各 15 分程度）にて計画内容等を説明いただきます。委員会は、

評価項目に基づき審査を行い、最も適当と認められる提案者を決定します。 

⑶ 決定等の通知 

   貸付決定等の結果は、申込者に通知します。 
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 ⑷ 留意事項 

  ① 提案者が次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

   ア ４「参加資格」を満たせなくなった場合 

   イ 提出書類に虚偽があった場合 

   ウ 提案者が個別に委員会の委員と接触を持つなど、審査の公平性を害する行

為があった場合 

   エ 提案者がプレゼンテーションに出席しない場合 

   オ その他、委員会において貸付をするにふさわしくない明白な事情が認めら

れた場合 

  ② 応募者が１者のみであっても、委員会において提案内容の審査を行います。 

  ③ 選考結果についての問い合わせ及び異議申立てには応じられません。 

  ④ 参加申込み、契約締結等に係る一切の費用は、申込者の負担とします。 

 

11 契約方法等 

 ⑴ 契約方法 

   審査により選定した最適な提案者と協議の上、貸付開始予定日までに地方自治

法（昭和 22年法律第 67号）第 234条に定める随意契約の方法により契約を締結

することとします。なお、最適な提案者において協議がまとまらない場合又は契

約締結までの間に「４参加資格」を満たせなくなった場合、次順位の提案者と協

議するものとします。 

 ⑵ 契約解除 

   契約期間中であっても、村が本施設を公用又は公共用に供する必要が生じたと

き、村は契約相手方と協議し合意の上でいつでも契約を解除することができます。

この場合において、賃借人又は第３者に損害が生じても村は責任を負いません。 

 ⑶ 契約保証 

   貸借人は契約の際にいずれかの方法で契約に係る保証をする必要があります。

ただし、村において特にその必要がないと認めるときは、この限りではありませ

ん。 

  ① 前年において、貸付料の年額以上の所得を有し、又は固定資産税課税台帳に

登録された価格が貸付料の年額以上の不動産を所有している者を連帯保証人に

たてること。なお、連帯保証人の所得又は資産を確認できる書類を提出するも

のとします。 

  ② 野田村財務規則第 135条第２項に規定する契約保証金として、契約月額の３

か月分を契約締結日までに納入すること。なお、当該保証金は契約が終了した

ときに、未払い貸付料等がある場合はこれを控除して、本施設の返還後、利息

を付さず返還します。 

   

12 その他 

⑴ 本要領及び貸付契約に定めのない事項は、地方自治法、同施行令、野田村財務

規則等の関連諸法令の定めるところにより処理します。 
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 ⑵ 本施設について次の場合は、本要領の規定にかかわらず、入居者の了解を得て

村が使用する、または使用させることがあります。 

  ① 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用その他公

益上の目的のために使用させるとき 

  ② 国又は他の地方公共団体その他公共団体が施行する公共事業等の請負事業者

が当該事業に係る資材置き場等のために使用させるとき 

  ③ 本施設の隣接地に係る工事等のために一時的に使用させるとき 

  ④ 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき 

  ⑤ その他村が特に必要があると認めるとき 

 

13 質疑等の受付 

  本要領の内容について問い合わせがある場合は、必ず以下の期日までに、メール

によりお問い合わせください。問い合わせ内容と回答については、個人等を特定す

るものではないと村が判断した場合に限り、野田村公式 HPに順次掲載します。 

 

  問合せ期日 令和８年２月 27日（金） 

 

14 担当問合せ先 

  野田村役場産業振興課 0194-78-2926 

  アドレス sangyo_suisan＠vill.noda.iwate.jp 


